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国土交通省所管の公共事業の構想段階における 

住民参加手続きガイドライン 
 

 
今後、社会資本整備を進めるに当たり、事業実施に際して、透明性、公正性を確保し住民

等の理解と協力を得るため、事業者からの積極的な情報公開・提供に努めるとともに、身近

な社会資本の管理に際して、住民、ＮＰＯなどの参画を促進するなど、事業の規模の大小、

影響範囲の広狭を問わず、これまで事業者中心に行われていた過程に住民等の主体的な参画

を促進することが必要である。このため、国土交通省所管の直轄事業及び公団等事業につい

て、計画、実施、管理等の事業過程を通じた住民参加の取組みを積極的に促進していくこと

が必要である。 
これまでも、都市計画法その他の法令等に基づき事業の計画案について情報公開、住民参

加手続きを実施するなどの取組みを積極的に行ってきたところである。今後は、さらに、公

共事業の事業計画の策定過程のうち、具体的な計画段階に先立つ構想段階から情報公開、住

民参加の必要がある事業については、事業者、住民、地方公共団体、その他関係者が各々の

役割を認識した上で責任を果たしつつ、住民等との協働の下で、事業の公益性及び必要性に

ついて適切な判断を行うなどにより、より良い計画づくりに資し、事業を円滑に推進してい

くとの姿勢に立つことが必要である。 
既に一部事業においては、事業の構想段階における住民参加手続きの実施に関するガイド

ラインを定めるなど先行的な取組みを進めてきているところであるが、本通知においては、

国土交通省所管の事業のうち、事業の構想段階から情報公開、住民参加の必要がある事業に

ついて横断的に、標準的な住民参加手続き等を示し、より一層の取組みの推進を図ることと

したので、直轄事業及び公団等事業の事業者においては、本通知の趣旨に沿って、事業の特

性や事案の性質、地域の実情等を踏まえた適切な措置を講じつつ、積極的な住民参加の促進

に係る取組みの推進を図るよう努められたい。 
 

第１ 対象の考え方 

国土交通省及び公団等は、国土交通省所管の直轄事業及び公団等事業（国土交通省又は

公団等が、地方公共団体又は民間事業者等の委託又は要請を受けて行う事業を除く。）の

うち構想段階にあるものについて、事業の特性や事案の性質、地域の実情等に応じ本通知

第３の手続きを活用して、住民参加手続きの積極的な実施に努めるものとする。 
特に、事業の特性や事案の性質、地域の実情等を勘案しつつ、ダム等の大規模な河川整

備、幹線道路、港湾の大規模岸壁、空港の滑走路の新設など事業の規模等の観点からみて

国民生活、社会経済又は環境への影響が特に大きい事業については、第３の一連の手続き

を講じることを基本とし、住民参加手続きを実施するものとする。 
 また、法令等において住民参加の手続き等が定められている場合は、当該法令の手続

きを前提とするものとし、構想段階より後は、当該事業に関連する都市計画法その他の
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法令等に基づき事業の計画案について情報公開、住民参加手続きを実施するものとする。 

 

第２ 定義 

（１）構想段階 

事業者が、事業の公益性及び必要性を検討するとともに、当該事業により整備する施

設の概ねの位置、配置及び規模等の基本的な諸元について、事業の目的に照らして検討

を加えることにより、一の案に決定するまでの段階をいうものとする。 
 

（２）住民参加手続き 

本通知に基づき講じる住民参加手続きにおいて対象となる住民は、事業の規模又は特

性に応じ、当該事業の影響が及ぶ地域住民その他の関係者（以下「住民等」という。）

とし、住民等の意思形成に資するため行う説明会その他の事業に関する情報の公開及び

提供、事業に対する住民等の意見の把握のために行う公聴会、意見書の受付けその他の

措置など、事業の計画策定への住民等の参加の促進のため講じる一連の手続きを住民参

加手続きというものとする。 
 

（３）事業者 

事業を実施しようとする者（公団等が事業を実施しようとする者である場合にあって

は、当該事業を担当する本省部局又は地方支分部局を含むことがある。）をいうものと

する。 

 

第３ 構想段階における住民参加手続き 

 

[事業者による複数案の作成、公表] 

（１）事業者は、複数の案を作成し、公表するものとする。 

 この際、複数の案に、当該事業を行わないこととする案（当該施設の整備以外の方法

による代替案を含む。）を含むことが適切な場合は、当該事業を行わないこととする案

を含めることとする。 

 

[事業者による住民等の意見の把握のための措置] 

（２）事業者は、ホームページへの掲載等インターネットの利用、説明会又は公聴会の開催、

意見書の受付けその他の方法により、住民等に対する複数の案の公表、周知及び説明、

住民等からの質疑への応答等を真摯に行い、住民等の意見や提案を十分に把握するよ

う努めるものとする。なお、これらの措置は必要に応じ、（３）の組織が代わって行う

ことができるものとする。 

 

[手続きの円滑化のための組織の設置] 
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（３）事業者は、事業の特性や事案の性質、地域の実情にかんがみ、事業者が必要と判断す

る場合には、以下のような措置を講じるものとする。 

① 学識経験者等及び当該事業に関係を有する住民代表、事業者団体、地方公共団体等

の関係者からなる意見の集約・調整を図るための協議を行うための組織を設置する。 

・ 当該組織の構成員は、広く意見が代表されるよう配慮しつつ人選して、任命する

ものとする。 

② 学識経験者等からなる、事業者が実施しようとする住民参加手続きの内容、又は事

業者が複数の案の検討を行うに当たっての方針等について、客観的な立場からの助言

を行うための組織を設置する。 

・ 当該組織の構成員は、事業の特性に応じて、中立性、公正性や地域の実情等に

配慮し、幅広い分野からバランスよく人選して、任命するものとする。 

③ 上記①又は②の組織が開催する会議の会議資料及び議事録は、原則として公開する

ものとする。 

 

[住民等の意思形成に際しての配慮] 

（４）事業者は、住民等の意見の把握に当たっては、複数の案の各々について、当該案を提

示した背景及び理由、事業費などの案の内容、国民生活や環境、社会経済への影響、メ

リット・デメリット等住民等が複数の案を比較検討し、判断する上で必要かつ十分な情

報を積極的に公開・提供するとともに、事業に対する住民等の意思形成に十分な期間を

確保するよう配慮するものとする。 

この際、事業者は、住民参加手続きの内容・スケジュール等について、決定されるご

とにすみやかに公表するものとする。特に、説明会又は公聴会に関しては、十分に住民

等への周知を図るよう時間的余裕をもってその開催の予定を公表するものとする。 

 

[手続きに要する時間目標の設定等] 

（５）（３）において事業者が設置する住民参加手続きに関する組織は、構想段階における

住民参加手続きを円滑に実施するため、当該手続きに要する時間について目標を定めた

場合には、当該目標を公表するものとする。当該目標を設定する場合には、住民等の意

見の集約及び把握に必要十分な時間を確保することを念頭に置くものとする。 

 

[国民への広範な情報提供等] 

（６）事業者は、当該事業の特性に応じ、広く国民に情報を提供し、意見の把握に努めるも

のとする。 
 
[事業者による計画案の決定、計画案決定過程の公表] 
（７）事業者は、上記住民参加手続きを経て、一の案に決定する。事業者は、一の案に決定

した場合には、その旨をすみやかに公表し、又は関係地方公共団体等に通知するととも
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に、把握した住民等の意見の概要とこれに対する事業者の考え等、案の決定に至った過

程を案とともに公表するものとする。 

 

[地方公共団体との連携、既存構想等との整合性の確保] 

（８）事業者は、構想段階における住民参加手続きの立案及び実施について関係地方公共団

体と連携して行うとともに、一の案を決定する過程において、当該地方公共団体と調整

を図るなどにより、当該事業に関連する地方公共団体の基本構想、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針、その他当該地域の整備等に関する構想・方針等の内容との整合性

の確保を図るものとする。 

 

第４ 住民参加手続きの手法の充実 

国土交通省の各部局は、住民等の意見の把握や事業者が行う情報提供等の方法を充実す

るため、具体的な事例の収集に努め、事業者の参考に供するものとする。 

 

第５ 地方公共団体が実施する事業 

  法定受託事務として地方公共団体が実施する事業、地方公共団体等が国の補助金の交付

を受けて行う事業等についても、事業の規模等に応じて、本通知の趣旨に配慮した措置

が講じられることを期待する。 

 

第６ 住民参加の取組みの充実 

本通知は横断的な取組みを進めるために標準的な手続きを示したものであるので、国土

交通省の地方支分部局及び公団等は、住民参加の促進のための措置を実施するに当たって

は、事業の特性、事案の性質等に応じ、創意工夫に努めるものとする。 
また、国土交通省本省においては、各事業における事例、試行の積み重ねの実績を踏ま

え、事業の特性に応じ必要がある場合における各事業ごとのガイドラインの整備・充実を

進めるとともに、本通知において示した措置に関する国民の意見を踏まえつつ、適宜、本

通知に示した横断的な取組みの内容を見直し、その充実を図るものとする。 
 

第７ 施設管理における住民参加の取組み 
  直轄事業及び公団等事業の構想、計画段階等における住民参加の取組みに加え、美化清

掃、修景などの施設管理においても、事案に応じ、地方公共団体とも連携し、住民参加

の取組みの充実に努めるものとする。 


